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未就学児加入組合員  様 

 

                                        北海道薬剤師国民健康保険組合 

                                                        理事長   宮 井 裕 之 

（公 印 省 略） 

 

  

  未就学児に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置の導入について 

  

   年末厳寒の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、組合の事業運営には格別のご指導を賜り厚くお礼申し上げます。 

   全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第６６号）の施行に伴い令和４年４月１日から市町村国保に加入する未就学児の均等割

保険料（税）の軽減措置が講じられることとなりました。 

それに伴い国民健康保険組合に加入する未就学児にも財政支援が講じられることが決定いた

しました。 

つきましては、該当組合員様に補助額保険料を還付いたしますので年末のお忙しい時期に申

し訳ありませんが同封の保険料補助申請書に振込先口座をご記入の上、令和５年１月３１日ま

でにご返送頂きますようお願い申し上げます。振込先が確認できましたら２月末に補助額を振

込予定としております。 

 

 

 

 

対象組合員様 ：  基準日（１１月３０日）時点に未就学児が加入している組合員 

補助額 ：  未就学児お一人につき１２,０００円の保険料還付 

 

 

こちらの保険料還付につきましては、事業主様へもお知らせいたしますのでよろしく 

お願いいたします。 
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